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広
島
県
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
三
月
三
十
日 

広
島
県
知
事 
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彦 
 

広
島
県
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

第
一
条 

広
島
県
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
訓
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
二
条 

広
島
県
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
七
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
五

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。

）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の 

規
程
第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
  

（
人
事
評
価
の
実
施
等
） 

第
三
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

非
常
勤
職
員
（
た
だ
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
は
除

く
。
） 

三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

  
（
人
事
評
価
の
実
施
等
） 

第
三
条 
（
略
） 

一 
（
略
） 

二 

非
常
勤
職
員
（
た
だ
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
は
除
く
。
） 

 

三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 


